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本病は気温の低下する時期に増加する傾向にあります！ 

飼養衛生管理基準の遵守、ワクチン接種、早期通報の徹底をお願いします！ 

  

 

 

 

 

                               

    踏込消毒槽の設置  農場専用衣類・長靴の設置  消石灰帯の設置 

                                

 

 

 

 

              

              車両の消毒               母豚へのワクチン接種 

 
① 農場における対策 
□ 衛生管理区域内への部外者立入制限 
□ 農場・豚舎出入口での消毒 
□ 豚の導入時の隔離、作業者の専従化 
□ 野鳥、ねずみ等の野生動物の侵入防止 
□ 食品残さ利用時の加熱処理 
□ 系列農場間での人、車両、資機材の消毒の再徹底 

②  訪問者対策 
□ 入場者の衣服の更衣、長靴の履き替え、手袋等の交換（手指の消毒） 
□ 入場車両のタイヤ溝、運転席等を含む念入りな消毒 
□ 関係車両以外立入制限 

□ 飼料運搬車両の専用化  

 

排泄物等有機物の存在下や

低温下では消毒効果が低下

するのでご注意を！ 

 

十和田家畜保健衛生所 平日：０１７６－２３－６２３５夜間 ・休日：０９０－６４５３－７０２３ 

ホームページアドレス： http://www.applenet.jp/~towada-kaho/ 

複数の嘔吐、下痢、死亡が見ら

れたら、速やかに通報を！ 


